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 諮    問 

 

 住田町下水道事業運営審議会条例第２条の規定により、下記について諮問します。 

 

                     記 

 

 １．下水道事業の運営及び経営方針について 

（１）下水道運営及び経営方針の決定 

（２）経営戦略における目標値の妥当性 

 

 

 ２．下水道使用料に関することについて 

  （１）現行使用料での経営の妥当性 

  （２）使用料改定についての方向性の決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


